
 

７保医医人第１６７０号  

令和７年１０月１日  

 

 各特別区保健衛生主管部長 殿 

 

東京都保健医療局医療政策部長  

新倉 吉和 

（公印省略） 

 

 

「言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目

等の一部を改正する告示を改正する件」の告示について（通知） 

 

 

標記の件について、別添のとおり厚生労働省医政局長から通知がありました

ので、送付します。 

 

記 

 

１ 送付書類 

「言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科

目等の一部を改正する告示を改正する件」の告示について（通知） 

 

２ 問い合わせ先 

  東京都保健医療局医療政策部医療人材課 免許担当 

  電話 ０３－５３２０－４４３４ 



 

医政発 0813 第１号 

令和７年８月 13 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目

等の一部を改正する告示を改正する件」の告示について（通知） 

 

 

 

言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目

等の一部を改正する告示を改正する件（令和７年厚生労働省告示 212 号）につ

いては、別紙のとおり告示され、令和７年７月 30日から適用されることとなり

ました。 

改正の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、貴職におかれては、これ

を御了知いただくとともに、貴管内市町村を始め、関係者、関係団体等に対し、

周知をお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

○ 言語聴覚士法（平成９年法律第 132号。以下「法」という。）第 33条第２号

及び第３号では、大学、高等専門学校等において一定期間修業し、厚生労働大

臣が指定する科目を修めた者、法第 33条第４号では、厚生労働大臣の指定す

る科目を修めて大学を卒業した者でなければ言語聴覚士国家試験を受けるこ

とができないと定めており、それぞれ、言語聴覚士法第三十三条第二号の規定

に基づき厚生労働大臣の指定する科目（平成 10 年厚生省告示第 225 号）、言

語聴覚士法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目

（平成 10 年厚生省告示第 226 号）、言語聴覚士法第三十三条第四号の規定に

基づき厚生労働大臣の指定する科目（平成 10年厚生省告示第 227号）におい

て当該修めるべき科目を規定している。 

○ 令和６年３月 29 日に言語聴覚士学校養成所指定規則（平成 10 年文部省・

厚生省令第２号）の改正によって学校及び養成所の教育内容が改められたこ

とに伴い、言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指

定する科目等の一部を改正する告示（令和６年厚生労働省告示第 134 号。以



 

下「改正告示」という。）によって、告示で規定されている科目も改正され、

新国家試験が実施される令和９年度に合わせ、改正告示の適用日は令和９年

４月１日とされた。 

○ そのため、令和９年４月１日以前は大学等が改正告示に基づいた教育をす

る義務は発生しないところ、改正告示の適用年度以前に大学等において改正

前の告示に規定する科目を履修していた者が、令和９年度の新国家試験の受

験に際して支障をきたすことがないよう経過措置を設ける改正を行う。 

 

第２ 制定の内容 

○ 令和７年４月１日までに大学等において、改正前の科目を修得中及び既に

修得した者に対し経過措置を設ける。（第２条関係） 

○ 令和８年４月１日までに大学において、改正前の科目を修得中及び既に修

得した者に対し経過措置を設ける。（第３条関係） 

 

第３ 適用期日 

 ○ 適用期日：告示日 

 

以上 



mhrjv
テキスト ボックス
(別紙)



